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令和2年度 青森県教職員互助会 事業実績報告

【収入内訳】
掛　　　　　　金

そ の 他 の 収 入

366,653,083円

1,863,157円

R2年度末の加入率　95.6％

【事業の支出内訳】
●給 付 事 業

医療費補助金

入院見舞金

死亡弔慰金

災害見舞金

結婚祝金

出産祝金・見舞金

入学・卒業祝金

無給付者褒賞金

退職慰労金

妊婦支援補助

リフレッシュ助成

遺児給付金

●厚 生 事 業

施設利用補助

芸術鑑賞補助事業

スポーツ観戦補助事業

306,374,031円

215,375,531円

7,633,500円

1,900,000円

0円

8,600,000円

7,315,000円

19,480,000円

8,430,000円

22,940,000円

5,820,000円

8,630,000円

250,000円

4,960,725円

2,367,000円

2,472,800円

120,925円

39,105,182円

16,100,000円

23,005,182円

8,649,980円

本人　42,896件 ・ 被扶養者　15,825件

本人　893件 ・ 被扶養者　700件

本人　4件 ・ 被扶養者　14件

0件

172件

本人　154件 ・ 被扶養者　55件

1,948件

1,686件

499件

本人　146件 ・ 被扶養者　48件

545件

1件

会員又は被扶養者が互助会指定宿泊施設等に宿泊時に補助

会員に芸術鑑賞の機会を提供

詳細については、当互助会ホームページをご覧ください。

●貸 付 事 業

生活資金貸付

つなぎ融資貸付

●教育・文化事業

会員に県内のプロスポーツ等を観戦する機会を提供

35件

10件

教育厚生会が実施する厚生文化事業に要する経費に補
助金を交付

県立図書館に児童・生徒用図書及び子どもの読書活動
推進を支援するための図書を贈呈

青森県高等学校文化連盟等の活動に要する経費に補助
金を交付

「あおもり教育の日」推進協議会の事業等に要する経費
に補助金を交付

県内の公立小中学校に図書を贈呈

厚生文化事業補助

図書館図書贈呈

芸術文化奨励

学校図書贈呈

教育振興事業補助

「宿泊ドック」又は「一日ドック」の受診後は、互助会へ請求書の提出をお忘れなく！
また、請求書を提出するまで、領収書は紛失しないよう大切に保管して下さい。

互助会からのお知らせ

840,234円

1,999,746円

500,000円

5,250,000円

60,000円

「ドック負担金補助事業」を実施しています

会員が、公立学校共済組合青森支部が実施する「宿泊
ドック」又は「一日ドック」を受診した場合。
（受診対象年齢以外の会員が自己負担し受診したドッ
クは除きます。）
今年度の受診対象者は下記のとおりです。

　公立学校共済組合青森支部が実施する「宿泊ドック」
又は「一日ドック」を受診し、自己負担金を支払った
後、ドック負担金補助請求書に、医療機関が発行する
領収書を添付し、互助会へ請求してください。
　互助会の医療費補助金等の給付金送金日に給付金振
込口座へ送金します。

1．事 業 内 容 2．補助対象者

3．補 助 金 額

4．補 助 方 法

青森県教職員互助会では、今年度から新規事業として、公立学校共済組合青森支部が実施する「宿泊
ドック」又は「一日ドック」を受診した会員に自己負担金の一部を補助する「ドック負担金補助事業」
を実施しています。詳細は、下記のとおりです。（互助会ホームページにも掲載しています。）

47歳、54歳、60歳

種　別 受診対象者（令和4年3月31日現在の年齢）

宿　泊
ドック

一　日
ドック

27歳、32歳、37歳、41歳、44歳、47歳、
50歳、52歳、54歳、56歳、58歳、60歳、
62歳、64歳

Q 1

原本を添付してください。
原本の返却を希望する際は、その旨記載してくだ
さい。原本確認印を押し、返却します。
なお、領収書は、健診機関が発行したものを添付
してください。（クレジットカードで支払った場
合のカード支払明細書は不可。）

請求書に添付する領収書は、
コピーでもよいか？

A

Q 2

健診機関へは、あくまでも公立学校共済組合青森
支部で定めている自己負担金の15,000円を支
払います。
宿泊ドック・一日ドックともに、ドックを受診し、
自己負担金を支払った後、領収書を添付し、互助
会へ請求書を提出すると補助が受けられます。

宿泊ドックを受診した際、互助会から10,000
円が補助されるため、健診機関の窓口では、
5,000円を支払えばいいのか。

A

Q 3

互助会に加入している方が補助対象となりますの
で、加入していない場合は、補助は受けられませ
ん。
互助会への加入を希望する場合は、加入申込書を
提出いただくと、加入申込書を受理した月の初日
から加入できます。
「ドック負担金補助事業」は、ドック受診日に互
助会に加入している場合に補助対象となります。

互助会に加入していなければ、
この補助は受けられないのか。

A

Q 4

「ドック負担金補助事業」は、令和3年度から実
施しているため、令和2年度に受診したドックに
ついては、補助は受けられません。

令和3年3月に受診した宿泊ドックは、
補助の対象になるのか。

A

※47歳、54歳及び60歳は、宿泊ドック又は一日ドックの
　どちらか一方を選択

会員本人（被扶養者は対象外）

●宿泊ドック　10,000円
（共済組合の自己負担金　15,000円）
●一日ドック　3,000円
（共済組合の自己負担金　8,000円）

※どちらも、最終的な自己負担金は5,000円になります。

～請求書提出時に参考にしてください～
Q A＆


